
 

 

平成 28年３月 

 

各 位 

 

兵庫県立人と自然の博物館長 

 

障害者減免の拡充に伴う観覧料の改定について 

 

 県立施設における障害者の利用にかかる減免率の拡充の実施に伴い、平成 28

年４月１日から観覧料を一部改定させていただきます。 

当館では、下記のとおりです。 

 

 

１．観覧料 一覧 

 

区  分 

料  金 

平成 28年 

４月１日より 
現 行 

一 般 

個 人 

大 人 

現行どおり 

210 

大学生 150 

高校生 100 

65歳以上 105 

団 体 

（20人以上） 

大 人 150 

大学生 100 

高校生 70 

65歳以上 75 

障害者割引 

個 人 

大 人 105 

大学生 75 

高校生 50 

団 体 

（20人以上） 

大 人 30 75 

大学生 20 50 

高校生 10 35 

 

 


